
 

 

 

 

別紙１ 

 

入 札 説 明 書 

 

  山梨市が発注する、「移住体験施設用トレーラーハウス購入」に係る山梨市一般競争入札公告

（令和８年山梨市公告第３７号。以下「入札公告」という。）に基づく入札等については、関係

法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

   

１ 入札参加資格の確認 

   入札参加を希望する者は、入札公告２の(１)から(９)までに掲げる入札参加資格を有するこ

とを証明するため、次に従い入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び入札参

加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなら

ない。なお、申請書の確認は受付期限日をもって行うものとする。 

  (1) 申請書及び資料の提出方法 

    申請書の提出は、持参又は郵送すること。郵送する場合には、受付期間までに必着するこ

と。電送によるものは受け付けない。 

  (2) 申請書は別紙（様式１）を作成すること。 

  (3) 資料は、次のとおりとする。 

   ○ 同種業務の実績（様式２）  

      同種業務の実績は、令和３年４月１日以降に完成引渡し済みの業務であること。 

       ※実績は官民問わない。 

  

２ 申請書及び資料等の提出部数 

  (1) 申請書（様式１）         １部 

  (2) 資料（様式２）          １部 

  

３ 申請書及び資料の扱い 

  (1) 申請書及び資料の受付期限日を過ぎての提出は受け付けない。 

  (2) 申請書及び資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

  (3) 提出された申請書及び資料の情報公開は、山梨市情報公開条例（平成17年山梨市条例 

第17号）の規定による。 

  (4) 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

  (5) 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え、又は再提出は認めない。 

  (6) 申請書及び資料の記載方法に関する問い合わせ先 

    

山梨市役所 管財課 契約検査担当 

〒４０５ｰ８５０１  

山梨県山梨市小原西８４３番地  

電話０５５３-３４-５４２７ 

FAX ０５５３-２０-１３９９ 

     

４ 入札参加資格の確認結果通知 

  令和８年６月１８日発送予定の郵便により通知する。 

なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金

（４６０円）の切手を貼った長形３号封筒を申請書と合わせて提出すること。 

 

５ 入札参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明 

  (1) 入札参加資格が無いと認めた者は、４の入札参加資格確認通知書にその理由を付して通知

する。 

  (2) 入札参加資格が無いと認めた詳細な理由説明を求める場合は、令和８年６月２３日正午ま

でに山梨市長宛の書面（任意様式）を、山梨市役所管財課に持参すること。郵送及び電送に

よるものは受け付けない。 

  (3) 詳細な理由の説明は、入札参加資格が無いと認めた理由について詳細な理由の説明を求め

ることができる最終日の翌日から起算して１０日以内に書面により回答する。 



 

 

 

 

６ 仕様書に対する質問 

   本件に係る仕様書に対する質問は次のとおり行う。 

  (1) 仕様書に対する質問 

    仕様書に対する質問がある場合には、質問内容を簡潔に分かり易くまとめ、ファクシミリ

により提出すること。 

   ア 受付期間 令和８年６月１７日 午後５時までとする。 

イ 受付場所 山梨市役所 管財課 

 

上記アの期間外の質問及びイ以外の場所での質問は一切受付ないこととする。 

   (2) 上記(1) の質問に対する回答は、次のとおりとする。 

         ア 掲載場所 山梨市ホームページ 

     （しごと／入札・契約情報／【物品・役務】一般競争入札（事前審査型条件付き一般競

争入札）公告） 

   イ 掲載期間 令和８年６月２４日まで 

 

７ 入札方法等 

  (1) 電報及び郵送による入札は認めないので、入札公告で定める日時に指定場所に集合するこ

と。 

  (2) 入札参加者は入札の執行に先立ち、山梨市長が入札参加資格のあることを確認した旨の通

知書の写しを入札執行担当職員に提出すること。 

(3) 入札回数は２回までとし、落札者がない場合は、最低価格を提示した者と協議を行う場合があるため、金額

を記載しない見積書を一部用意するものとする。 

(4) 第１回目の入札に際し入札書(市指定様式)に内訳書（任意様式）を添付すること。 

 

 


